
令和８年度の新小学１年生、中学１年生を養育するひとり親家庭等の方に入学支度金を支給します！

令和８年４月に小学校、中学校に入学する児童
〇小学校入学（平成３１年４月２日生～令和２年４月１日生まれ） ５，０００円
〇中学校入学（平成２５年４月２日生～平成２６年４月１日生まれ） １０，０００円

対象児童・支給額

〇申請期間 令和８年２月１日（日）～２月２８日（土）
※申請期間外の受付はできません。 ※個別の案内はございません。

〇申請方法 オンライン申請 または、窓口申請
※窓口申請 子育て政策課（甲賀市役所２階）または、土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センター
※窓口時間 ８：３０から１７：１５まで（土・日・祝日は除く）
※申請書は窓口にご用意しております。

〇必要書類 児童扶養手当証書、保護者の福祉医療受給券（母子・父子マル福）等
※どちらもないときは、窓口でご相談ください。その際、戸籍謄本（有料）を取得いただく場合がございます。

〇支給予定日 令和８年３月３０日（月）

申請について

甲賀市役所 子育て政策課
ＴＥＬ ６９－２１７６
ＦＡＸ ６９－２２９８

お問い合わせ

〇オンライン申請
〇Panfleto em português
（ポルトガル語チラシ）

はこちら→

ホーム
ページ

対象者（保護者）

令和８年２月１日現在で次のいずれか要件を満たしている
（１）配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
（２）離婚した方で、現に婚姻していない方
（３）配偶者の生死が明らかでない方
（４）配偶者から遺棄されている方
（５）配偶者が法令により１年以上拘禁されている方
（６）婚姻によらないで親となった方で、現に婚姻していない方
（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を除く。）

（７）父又は母がいないか、監護しないため、当該児童を養育する両親以外の方

要件１

保護者と対象児童が、令和８年２月１日現在で
甲賀市内に引き続き１年以上住んでいる（住民登録がある）

要件２

※所得制限はありません。


